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岡
田
真
弓
君
博
士
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

論
文
題
目
「
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お
け
る
考
古
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り

方
と
そ
の
歴
史
的
変
遷
」

論
文
要
旨

本
論
文
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お
け
る
文
化
遺
産
、
と
り
わ
け
考
古
遺

跡
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
と
歴
史
的
変
遷
を
総
合
的
に

解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
国
は
、
ユ
ダ

ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
地
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
思
想
や
信
仰
を
も
っ
た
人
々
が
生
活
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
ま
た
、

現
イ
ス
ラ
エ
ル
国
も
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
い
う
民
族
主
義
的
な
思
想
の
も
と

で
建
国
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同
国
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
に
は
、
こ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
指
摘

さ
れ
て
き
た
。
本
論
文
は
、
同
国
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
性
格
と

方
針
を
、
制
度
と
実
態
の
両
面
か
ら
総
合
的
に
検
証
し
た
も
の
で
、
こ
れ

ま
で
し
ば
し
ば
印
象
論
で
語
ら
れ
て
き
た
議
論
を
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
実

証
的
な
も
の
に
引
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
遺
産
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
に
対
す
る
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
は
、
程
度
の
差
こ

そ
あ
れ
、
ど
の
地
域
に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
本
論
文
で
行
わ
れ

た
典
型
的
な
地
域
の
分
析
は
幅
広
い
応
用
が
可
能
な
も
の
だ
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。

論
文
構
成

本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
Ⅰ
部

序
章

第
一
章

本
研
究
の
概
要

第
一
節

本
研
究
の
目
的

第
二
節

研
究
の
視
点

（
１
）
「
遺
跡
化
」
と
「
遺
産
化
」

（
２
）
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お
け
る
文
化
遺
産
の
定
義

（
３
）
遺
跡
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

第
三
節

本
研
究
の
研
究
対
象
お
よ
び
研
究
手
法

（
１
ａ
）
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
制
度
の
変
遷

（
１
ｂ
）
国
立
公
園
制
度
を
規
定
す
る
法
律
の
条
文
分
析

（
２
ａ
）
政
府
主
導
に
よ
る
遺
跡
を
活
用
し
た
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
実
態

（
２
ｂ
）
非
政
府
団
体
主
導
に
よ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
態

第
四
節

本
研
究
の
構
成

第
Ⅱ
部

本
研
究
の
背
景
と
先
行
研
究
再
考

第
二
章

文
化
遺
産
の
定
義
の
歴
史
的
変
遷

第
一
節
「
遺
産
」
の
定
義
の
特
性

第
二
節
「
遺
産
」
の
定
義
の
歴
史
的
変
遷

（
１
）
第
一
期
（
紀
元
前
一
世
紀
―
紀
元
後
十
六
世
紀
）�
権
力
者

の
権
威
発
楊
の
た
め
の
遺
産

（
２
）
第
二
期
（
十
七
世
紀
―
十
八
世
紀
）�
国
家
の
権
威
発
楊
の

彙

報彙

報

一
二
三
（
三
一
九
）



た
め
の
遺
産

（
３
）
第
三
期
（
十
九
世
紀
―
二
十
世
紀
）�
公
共
圏
の
た
め
の
遺
産

（
４
）
第
四
期
（
二
十
世
紀
以
降
）�
普
遍
的
な
価
値
を
有
す
る
遺

産
の
誕
生
と
そ
の
多
様
化

第
三
節

世
界
遺
産
制
度
に
お
け
る
「
文
化
遺
産
」
の
定
義

（
１
）
世
界
遺
産
制
度
の
概
要

（
２
）
世
界
遺
産
条
約
に
お
け
る
文
化
遺
産
の
定
義

（
３
）
世
界
遺
産
に
内
在
す
る
不
均
衡
問
題
と
新
し
い
文
化
遺
産
の

あ
り
方

第
三
章

イ
ス
ラ
エ
ル
社
会
の
重
層
性

第
一
節

イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
特
殊
性

（
１
）
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う
国

（
２
）
イ
ス
ラ
エ
ル
国
は
国
民
国
家
か

第
二
節

イ
ス
ラ
エ
ル
国
民
の
特
殊
性

（
１
）
イ
ス
ラ
エ
ル
国
民
の
多
様
性

（
２
）
イ
ス
ラ
エ
ル
国
民
の
出
自

（
３
）
ユ
ダ
ヤ
人
／
教
徒
の
定
義

第
三
節

イ
ス
ラ
エ
ル
国
と
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
と
関
係

第
四
章

イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
先
行
研
究

第
一
節

考
古
学
・
文
化
遺
産
の
政
治
利
用
に
関
す
る
先
行
研
究

（
１
）
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
考
古
学

（
２
）
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お
け
る
国
立
公
園
の
特
徴

（
３
）
世
界
遺
産
に
お
け
る
文
化
遺
産
の
政
治
利
用

第
二
節

宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
文
化
遺
産
に
関
す
る
先
行
研
究

（
１
）
ユ
ダ
ヤ
教
に
関
す
る
文
化
遺
産
の
取
り
扱
わ
れ
方

（
２
）
聖
地
に
関
わ
る
文
化
遺
産
の
管
理

第
三
節

観
光
と
文
化
遺
産
に
関
す
る
先
行
研
究

（
１
）
文
化
遺
産
観
光

（
２
）
イ
ギ
リ
ス
委
任
統
治
政
府
時
代
の
パ
レ
ス
チ
ナ
地
域
に
お
け

る
観
光

（
３
）
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
後
の
文
化
遺
産
観
光

第
四
節

先
行
研
究
の
課
題
と
本
研
究
の
立
脚
点

第
Ⅲ
部

イ
ス
ラ
エ
ル
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
制
度
の
変
遷

第
五
章

イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
歴
史

第
一
節

オ
ス
マ
ン
帝
国
時
代

第
二
節

イ
ギ
リ
ス
委
任
統
治
政
府
時
代

第
三
節

イ
ス
ラ
エ
ル
国
樹
立
後
﹇
１
﹈�
国
土
開
発
と
文
化
遺
産
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト

第
四
節

イ
ス
ラ
エ
ル
国
樹
立
後
﹇
２
﹈�
景
観
改
善
及
び
史
跡
開
発

局
の
誕
生

第
五
節

イ
ス
ラ
エ
ル
国
樹
立
後
﹇
３
﹈�
国
立
公
園
制
度
の
誕
生

（
１
）
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お
け
る
自
然
保
護
運
動
の
高
ま
り

（
２
）
史
跡
開
発
局
と
自
然
保
護
団
体
に
よ
る
政
府
へ
の
働
き
か
け

（
３
）
国
立
公
園
・
自
然
保
護
区
法
の
成
立
と
国
立
公
園
局
・
自
然

保
護
局
の
誕
生

第
六
節

イ
ス
ラ
エ
ル
国
樹
立
後
﹇
４
﹈�
第
三
次
中
東
戦
争
後

第
七
節

イ
ス
ラ
エ
ル
国
樹
立
後
﹇
５
﹈�
国
立
公
園
制
度
の
発
展

（
１
）
自
然
・
国
立
公
園
保
護
局
の
誕
生

史

学

第
八
六
巻

第
三
号

一
二
四
（
三
二
〇
）



（
２
）
国
立
公
園
と
自
然
保
護
区
の
種
類

（
３
）
国
立
公
園
／
自
然
保
護
区
の
管
理
・
運
営
体
制

第
八
節

小
結

第
六
章

イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お
け
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
国
際
関
係

第
一
節

世
界
遺
産
条
約
締
結

（
１
）
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
世
界
遺
産

（
２
）
世
界
遺
産
条
約
と
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題

第
二
節

パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
の
状
況

第
三
節

小
結

第
七
章

国
立
公
園
制
度
に
係
る
法
制
史

第
一
節

国
立
公
園
制
度
に
係
る
法
制
度
の
概
要
と
分
析
方
法

（
１
）
国
立
公
園
制
度
に
係
る
法
制
度
の
概
要

（
２
）
分
析
方
法

第
二
節

法
制
史
に
見
る
国
立
公
園
、
自
然
保
護
区
、
国
立
史
跡
、
記

念
史
跡
の
定
義
の
変
遷

第
三
節

法
制
史
に
見
る
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
特
徴

（
１
）
国
立
公
園
と
自
然
保
護
区
の
宣
言
と
手
続
き

（
２
）
イ
ス
ラ
エ
ル
自
然
・
公
園
局
の
役
割
と
権
限

（
３
）
評
議
会
と
総
会
の
役
割
と
権
限

第
四
節

小
結

（
１
）
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
法
制
度
の
充
実
化
と
自
然
保
護

意
識
の
め
ば
え

（
２
）
国
土
開
発
に
伴
う
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
分
権
化

（
３
）
文
化
遺
産
意
識
の
変
化

第
Ⅳ
部

遺
跡
の
遺
産
化
の
実
態

第
八
章

イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
主
導
に
よ
る
遺
跡
の
遺
産
化

第
一
節

本
章
の
目
的

第
二
節

史
跡
開
発
局
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
対
象
の
特
徴

（
１
）
分
析
対
象
お
よ
び
手
法

（
２
）
分
析
結
果

（
３
）
小
結

第
三
節

イ
ス
ラ
エ
ル
自
然
・
公
園
局
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
対
象
遺
跡
の

特
徴

（
１
）
分
析
対
象
お
よ
び
手
法

（
２
）
分
析
結
果

（
３
）
小
結

第
四
節

国
立
公
園
／
自
然
保
護
局
の
遺
跡
展
示
の
特
徴

（
１
）
分
析
対
象
お
よ
び
手
法

（
２
）
分
析
結
果
﹇
１
﹈�
発
掘
さ
れ
た
文
化
層
と
展
示
さ
れ
た
文

化
層
の
比
較

（
３
）
分
析
結
果
﹇
２
﹈�
発
掘
さ
れ
た
遺
構
と
展
示
さ
れ
た
遺
構

の
比
較

（
４
）
小
結

第
九
章

非
政
府
団
体
主
導
に
よ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

第
一
節

ユ
ダ
ヤ
民
族
基
金
に
よ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
１
）
組
織
の
概
要

（
２
）
分
析
対
象
お
よ
び
手
法

彙

報

一
二
五
（
三
二
一
）



（
３
）
分
析
結
果

（
４
）
小
結

第
二
節

イ
ス
ラ
エ
ル
史
跡
保
存
協
会
に
よ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
１
）
組
織
の
概
要

（
２
）
分
析
対
象
お
よ
び
手
法

（
３
）
分
析
結
果

（
４
）
小
結

第
三
節

西
壁
遺
産
財
団
に
よ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
１
）
組
織
の
概
要

（
２
）
西
壁
周
辺
の
調
査
史

（
３
）
西
壁
遺
産
財
団
に
よ
る
西
壁
ト
ン
ネ
ル
ツ
ア
ー

（
４
）
小
結

第
四
節

宗
教
団
体
に
よ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
１
）
宗
教
団
体
に
よ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
２
）
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
修
道
会
と
教
会
堂
遺
構
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
３
）
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
修
道
会
に
よ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

特
徴

（
４
）
小
結

第
Ｖ
部

終
章

第
十
章

結
論

論
文
概
要

第
Ⅰ
部
（
第
一
章
）
で
は
、
ま
ず
本
研
究
の
目
的
が
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の

文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
性
格
と
そ
の
歴
史
的
変
遷
を
解
明
す
る
こ
と

に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル
国
で
実
施
さ
れ
て
き
た
考
古
学
や
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
「
歴
史
の
政
治
利
用
の
代
名
詞
」
だ
と
批
判

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
当
地
が
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム

教
と
い
う
主
要
宗
教
誕
生
の
背
景
と
な
っ
た
土
地
で
あ
り
、
現
イ
ス
ラ
エ

ル
国
建
国
に
あ
た
っ
て
も
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
い
う
民
族
主
義
的
な
主
張
が
さ

か
ん
に
な
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
た
め
、
文
化
遺
産
が
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
支
持
す
る
根
拠
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
多
く
は
、
限
ら
れ
た
遺
跡
の
事
例
か

ら
そ
の
傾
向
を
指
摘
す
る
の
に
留
ま
っ
て
お
り
、
同
国
に
お
け
る
文
化
遺

産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
全
体
的
性
格
を
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
た
し
か

で
な
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
議
論
は
、
し
ば
し
ば
考
古
学
的
方
法
論
に
対

す
る
批
判
と
遺
跡
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
態
を
混
同
し
て
お
り
、
デ
ー
タ
に

基
づ
く
議
論
と
な
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
本
論
文
は
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
文
化
遺

産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
針
を
、
制
度
と
実
態
の
二
面
か
ら
悉
皆
的
に
分
析

し
、
そ
の
全
体
像
を
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ

建
国
以
前
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
通
時
的
な
変
化
を
読
み
取
り
、
文

化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
針
や
思
想
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の

か
を
抽
出
し
て
い
る
。

第
Ⅱ
部
で
は
、
本
論
文
の
前
提
と
し
て
、
第
二
章
で
文
化
遺
産
の
定
義
、

第
三
章
で
イ
ス
ラ
エ
ル
社
会
の
概
要
を
示
し
て
い
る
。
第
四
章
で
は
、
イ

ス
ラ
エ
ル
国
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
わ
る
先
行
研
究
を
検
討
し
、

特
に
考
古
学
・
文
化
遺
産
の
政
治
利
用
、
宗
教
と
文
化
遺
産
、
観
光
と
文

史
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化
遺
産
に
関
す
る
議
論
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
種
の
研
究

に
内
在
す
る
問
題
と
本
論
文
の
立
脚
点
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
Ⅲ
部
で
は
、
最
初
の
分
析
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
文
化
遺
産
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
当
す
る
制
度
を
規
定
す
る
法
律
を
検
討
し
、
そ
の
特
徴

と
歴
史
的
変
遷
を
抽
出
し
て
い
る
。
第
五
章
で
は
、
十
九
世
紀
末
の
オ
ス

マ
ン
帝
国
末
期
か
ら
現
在
ま
で
に
パ
レ
ス
チ
ナ
地
域
で
実
施
さ
れ
た
文
化

財
政
策
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
基
礎
と
な
る
条
文
は
、『
古
物
条
例

第
五
一
号
』A

ntiquities
O

rdinance
N

o.51

（
一
九
二
九
年
）、『
古
物

条
例
』A

ntiquities
O

rdinance
from

the
Law

of
Palestine

（
一
九
三

四
年
）、『
古
物
規
則
』A

ntiquities
R

ules

（
一
九
五
九
年
）、『
イ
ス
ラ

エ
ル
古
物
法
』IsraelA

ntiquities
Law

（
一
九
七
八
年
）
で
あ
る
。
第

六
章
で
は
、
そ
の
後
の
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
大

き
な
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
る
国
際
関
係
、
特
に
世
界
遺
産
制
度
へ
の

参
加
お
よ
び
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
の
現
状
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
る
。

第
七
章
で
は
、
第
五
、
第
六
章
を
背
景
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
に

よ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
核
で
あ
る
国
立
公
園
制
度
を
規
定
す
る

法
律
の
条
文
分
析
を
行
っ
て
い
る
。『
イ
ス
ラ
エ
ル
自
然
・
公
園
局
』Is-

raelN
ature

and
Parks

A
uthority

（IN
PA

）
は
、
一
九
六
四
年
に
設

立
さ
れ
、
そ
の
後
同
国
に
お
け
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
中
核
を
に

な
う
も
の
と
な
っ
た
。
対
象
と
な
る
法
律
は
、『
国
立
公
園
・
自
然
保
護

区
法
』N
ationalParks

and
N

ature
R

eserves
Law

（
一
九
六
三
年
）、

『
国
立
公
園
・
自
然
保
護
区
・
国
立
史
跡
・
記
念
史
跡
法
』N

ationalParks,

N
ature

R
eserves,N

ationalSites
and

M
em

orialSites
Law

（
一
九

九
二
年
）、『
国
立
公
園
・
自
然
保
護
区
・
国
立
史
跡
・
記
念
史
跡
法
』N

a-

tional
Parks,

N
ature

R
eserves,

N
ational

Sites
and

M
em

orial

Sites
Law

（
一
九
九
八
年
）
の
三
つ
、
お
よ
び
こ
れ
ら
へ
の
修
正
や
細

則
の
追
加
で
あ
る
。
第
七
章
第
二
節
で
は
、
特
に
国
立
公
園
、
自
然
保
護

区
、
国
立
史
跡
、
記
念
史
跡
の
定
義
と
そ
の
運
営
・
管
理
の
あ
り
方
の
変

遷
を
抽
出
し
、
第
三
節
で
は
、
国
立
公
園
と
自
然
保
護
区
指
定
の
手
続
き
、

IN
PA

の
役
割
と
権
限
、
評
議
会
と
総
会
の
役
割
と
権
限
に
関
す
る
条
文

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。

第
Ⅳ
部
で
は
、
二
つ
目
の
大
き
な
分
析
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お

け
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
態
を
扱
っ
て
い
る
。
第
Ⅲ
部
に
お
い

て
抽
出
さ
れ
た
制
度
上
の
特
徴
と
変
化
が
、
遺
跡
保
存
と
展
示
の
実
態
に

ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
た
め
で
あ
る
。
第
八
章
で
は
、
イ

ス
ラ
エ
ル
政
府
主
導
の
国
立
公
園
制
度
に
よ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、

第
九
章
で
は
、
そ
れ
以
外
の
非
政
府
団
体
主
導
で
管
理
さ
れ
て
い
る
文
化

遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。

第
八
章
で
は
、
ま
ず
国
立
公
園
と
し
て
選
定
さ
れ
た
遺
跡
に
つ
い
て
、

発
掘
調
査
で
ど
の
時
代
の
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
の

か
を
確
認
し
、
そ
の
類
型
化
を
行
っ
て
い
る
。
対
象
と
な
る
遺
跡
は
、

IN
PA

の
前
身
組
織
で
あ
る
歴
史
・
考
古
・
宗
教
遺
跡
改
善
委
員
会
と
景

観
及
び
史
跡
開
発
局
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
三
三
ヶ
所
の
遺
跡
（
第
二

節
）
と
、IN

PA

が
誕
生
し
た
後
に
国
立
公
園
あ
る
い
は
自
然
保
護
区
整

備
の
一
環
と
し
て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
さ
れ
た
四
〇
ヶ
所
の
遺
跡
で
あ
る
（
第

三
節
）。
さ
ら
に
、
実
際
に
保
存
・
展
示
さ
れ
た
遺
跡
は
ど
の
時
代
の
、

ど
の
遺
構
な
の
か
を
示
し
、
発
掘
調
査
結
果
と
の
比
較
か
ら
、
そ
れ
が
ど

の
程
度
遺
跡
の
遺
産
化
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
証
し
て
い
る
。
す

彙

報
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な
わ
ち
、
遺
産
化
の
際
に
恣
意
性
は
認
め
ら
れ
る
の
か
、
認
め
ら
れ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
恣
意
性
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
（
第
四
節
）。

ま
た
、
第
九
章
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
以
外
が
主
体
と
な
っ
て
実
施

さ
れ
て
い
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
そ
の
特
徴

を
抽
出
し
て
い
る
。
政
府
主
導
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
比
較
し
て
、

同
国
に
お
け
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
全
体
像
を
包
括
的
に
理
解
す

る
た
め
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
基
金
、
イ
ス
ラ
エ
ル
史
跡

保
存
協
会
、
西
壁
遺
産
財
団
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
修
道
会
の
四
団
体
を
対
象

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
の
性
格
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
し
て
い
る
文
化
遺
産
の

内
訳
と
性
格
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
の
違
い
を
論
じ
、IN

PA

の
場
合
と

の
相
異
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
Ⅴ
部
（
第
十
章
）
で
は
、
終
章
と
し
て
、
上
記
の
分
析
か
ら
得
ら
れ

た
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お
け
る
文
化
遺
産
の
保
護
・
活
用
の
あ
り
方
と
歴
史

的
変
遷
に
つ
い
て
の
結
論
が
記
さ
れ
て
い
る
。
主
た
る
論
点
は
、
以
下
の

三
つ
で
あ
る
。

（
１
）
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
主
導
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
そ
の

法
制
史
と
実
態
の
総
合
的
な
分
析
に
基
づ
く
と
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
か
な
ら
ず
し
も
一
面
的
に
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
聖
書
の
歴
史
記
述
と
関
連
づ
け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。
む
し
ろ
一
九
五
〇
年
代
に
開
始
さ
れ
た
文

化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
根
底
に
は
、
民
族
的
・
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
は
別
に
、
観
光
産
業
開
発
と
い
っ
た
当
時
の
社
会
的
ニ
ー
ズ
も
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
残
存
状
態
の
良
い
ロ
ー
マ
時
代
、

ビ
ザ
ン
ツ
時
代
の
遺
跡
や
観
光
資
源
と
し
て
見
栄
え
が
す
る
都
市
遺
跡
が

積
極
的
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
対
象
と
な
っ
て
き
た
傾
向
か
ら
も
追
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
２
）
ま
た
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
で
実
施
さ
れ
て
き
た
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
あ
り
方
は
、
時
間
の
流
れ
と
と
も
に
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
も

示
さ
れ
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
主
導
の
も
と
、
国
立
公
園
制
度
で
遺
産
化

さ
れ
た
遺
跡
は
、
郷
土
学
習
の
た
め
の
歴
史
資
源
と
し
て
保
存
さ
れ
る
形

か
ら
、
自
然
環
境
保
護
や
参
加
型
余
暇
に
資
す
る
形
で
保
存
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。『
イ
ス
ラ
エ
ル
古
物
法
』（
一
九
七
八
年
）
が
定
め
る
文

化
財
の
定
義
か
ら
外
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
十
九
世
紀
以
降
の
近
代
遺
産
へ
の

関
心
の
高
ま
り
も
認
め
ら
れ
た
。
特
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
、
シ
オ
ニ

ズ
ム
国
家
イ
ス
ラ
エ
ル
の
建
国
史
を
保
存
す
る
動
き
が
各
地
で
お
こ
り
、

聖
書
に
も
と
づ
く
古
代
国
家
史
よ
り
も
、
近
代
国
家
建
国
史
を
各
地
で
強

調
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
か
ら
始
ま
っ

た
各
都
市
の
再
開
発
に
伴
い
、
そ
れ
ま
で
中
央
政
府
が
担
っ
て
き
た
文
化

財
行
政
の
責
務
を
地
方
政
府
も
負
う
こ
と
に
な
り
、
各
地
域
の
歴
史
の
特

色
を
活
か
し
た
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
独
自
展
開
す
る
地
域
も
現
れ

た
。
こ
う
し
た
社
会
に
お
け
る
思
想
的
な
変
化
や
文
化
財
保
護
制
度
の
変

革
は
、
国
立
公
園
制
度
の
中
に
新
し
い
文
化
遺
産
の
概
念
を
追
加
し
た
だ

け
で
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
基
金
や
イ
ス
ラ
エ
ル
史
跡
保
存
協
会
の
よ
う
な

非
政
府
団
体
に
よ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
生
み
出
し
た
。

（
３
）
さ
ら
に
本
論
は
、
政
府
主
導
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
だ
け

で
な
く
、
非
政
府
団
体
主
導
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
も
イ
ス
ラ
エ
ル

で
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
と
も
す
る
と

特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
偏
っ
た
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
な
り
か
ね

史
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な
い
危
険
性
を
は
ら
ん
で
お
り
、
実
際
、
西
壁
遺
産
財
団
や
ダ
ビ
デ
の
町

財
団
は
、
そ
の
よ
う
な
批
判
を
浴
び
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政

府
主
導
に
よ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
そ
れ
ら
が
並
列
し
て
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
、
多
様
な
視
点
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の

文
化
遺
産
が
後
世
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
面
も
あ
る
。

こ
う
し
た
特
定
の
主
義
主
張
を
実
現
す
る
た
め
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
は
、
世
界
遺
産
制
度
な
ど
の
前
提
と
な
る
多
文
化
主
義
と
は
一
線
を
画

す
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
は
、
本
論
文
が
示
す
よ
う
に
、
世

界
遺
産
型
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
舵
を
切
り
つ
つ
あ
る
の
に
対
し
、

西
壁
遺
産
財
団
等
は
そ
の
真
逆
を
突
き
進
ん
で
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か

し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
は
大
き
く
思
想
や
宗
教
の
異
な
る
人
々
が
存
在
し

て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
相
異
な
る
文
化
遺
産
保
存
の
あ
り
方
が
併
存
す
る

事
例
は
、「
誰
の
た
め
の
文
化
遺
産
か
」
と
い
う
文
化
遺
産
研
究
が
向
き

合
う
問
い
に
対
し
て
、
新
た
な
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

審
査
要
旨

本
論
文
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お
け
る
文
化
遺
産
、
と
り
わ
け
考
古
遺

跡
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
と
歴
史
的
変
遷
を
総
合
的
に

解
明
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
貢
献
は
、
イ
ス

ラ
エ
ル
国
に
お
け
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
全
体
像
を
実
証
的
に
描

き
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お
け
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
し

ば
し
ば
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
批
判
さ
れ

て
き
た
。
そ
れ
は
、
同
国
が
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
と

い
う
主
要
宗
教
の
背
景
と
な
っ
た
土
地
で
あ
り
、
現
イ
ス
ラ
エ
ル
国
建
国

に
あ
た
っ
て
も
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
い
う
民
族
主
義
的
思
想
が
基
礎
と
な
っ
て

い
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
を
「
聖
書
考

古
学
」
を
通
し
て
示
す
こ
と
で
、
こ
の
地
に
関
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
権

利
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
き
た
と
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
先
行
研
究
の
多
く
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
対
す
る
ユ
ダ
ヤ
独
立
戦

争
の
遺
跡
マ
サ
ダ
な
ど
、
限
ら
れ
た
遺
跡
の
事
例
か
ら
そ
の
傾
向
を
指
摘

す
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
同
国
に
お
け
る
遺
跡
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

全
体
的
性
格
を
反
映
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
た
し
か
で
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
岡
田
君
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き

た
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
針
を
、
制
度
と
実
態
の
二
面
か
ら
悉
皆

的
に
分
析
し
、
そ
の
全
体
像
を
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
制
度

に
関
し
て
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
建
国
前
後
に
立
法
さ
れ
た
四
つ
の
法
律
か

ら
、
建
国
当
初
の
イ
ス
ラ
エ
ル
国
が
ど
の
よ
う
な
文
化
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

方
針
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
制
度
と
し

て
国
立
公
園
制
度
が
確
立
し
た
後
は
、『
イ
ス
ラ
エ
ル
自
然
・
公
園
局
』

（IN
PA

）
を
規
定
す
る
法
律
の
条
文
か
ら
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
方
針

で
選
ば
れ
、
運
営
さ
れ
て
き
た
の
か
を
分
析
し
て
い
る
。

ま
た
、
制
度
だ
け
で
な
く
、
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
態
に
関
し

て
も
、
同
国
の
す
べ
て
の
国
立
公
園
で
実
際
に
保
存
・
展
示
さ
れ
て
い
る

対
象
を
分
析
し
、
そ
の
性
格
を
描
き
出
し
て
い
る
。
国
立
公
園
に
選
定
さ

れ
た
遺
跡
に
お
け
る
元
来
の
考
古
学
的
発
掘
調
査
で
は
、
ど
の
時
代
の
、

ど
の
種
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
た
の
か
が
ま
ず
示
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
、
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実
際
に
保
存
・
展
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
が
同
一
基
準
で
比

較
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
遺
跡
の
保
存
・
展
示
に
な
ん
ら
か
の

恣
意
性
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
っ
た
と
す
れ
ば
何
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

結
果
と
し
て
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
た
し
か
に
建
国
当
初
の
文

化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
は
、
聖
書
時
代
の
遺
跡
も
数
多
く
保
存
さ
れ
た

が
、
そ
れ
と
同
程
度
ユ
ダ
ヤ
教
と
は
か
な
ら
ず
し
も
相
容
れ
な
い
ビ
ザ
ン

ツ
時
代
や
十
字
軍
時
代
の
遺
跡
も
保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
こ
れ
ら
の
時
代
の
遺
跡
が
目
立
つ
遺
構
を
持
っ
て
お
り
、
欧
米
か
ら

の
観
光
客
を
期
待
し
て
い
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
が
当

初
よ
り
観
光
開
発
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
考
古
学
的
発
掘
調
査
の
結
果
と
保
存
・
展
示
内

容
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
選
定

に
明
確
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
偏
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点

は
、
非
常
に
興
味
深
い
。

さ
ら
に
、
岡
田
君
は
、
同
国
に
お
け
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方

針
や
思
想
に
時
代
に
よ
る
変
遷
が
あ
っ
た
こ
と
を
捉
え
て
お
り
、
こ
の
指

摘
も
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
実
際
、
イ

ス
ラ
エ
ル
国
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
て
き
た
文
化
遺
産
の
変
遷
を
見
る
と
、

次
第
に
考
古
学
的
遺
跡
は
そ
れ
単
独
で
保
存
対
象
と
な
る
の
で
は
な
く
、

自
然
環
境
の
保
護
や
参
加
型
余
暇
と
の
関
わ
り
で
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
傾
向
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
制
度
的
に
も
、
建
国
当
初
、
歴

史
・
考
古
・
宗
教
遺
跡
改
善
委
員
会
と
景
観
及
び
史
跡
開
発
局
に
よ
っ
て

保
存
さ
れ
る
遺
跡
が
選
定
さ
れ
て
い
た
も
の
がIN

PA

に
よ
っ
て
管
理
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
同
様
の
傾
向
はIN

PA

を
規
定
す
る
条

文
の
度
重
な
る
変
更
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
宗
教
的
背
景
や
古
代
史
か
ら
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

確
立
し
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、
環
境
保
護
意
識
や
現
実
主
義
的
価
値
観
が

優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
一
九
世
紀
以
降
の
、
い
わ
ゆ
る
近
代
遺
産
へ
の
関
心
の
高

ま
り
も
認
め
ら
れ
た
。
特
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
国
家
イ

ス
ラ
エ
ル
の
建
国
史
に
関
わ
る
遺
構
を
保
存
す
る
動
き
が
各
地
で
お
こ
り
、

イ
ス
ラ
エ
ル
国
が
宗
教
よ
り
も
近
代
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
に
よ
っ
て
建
設
さ

れ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
国
立
公
園
制
度
の

な
か
に
新
し
い
文
化
遺
産
の
概
念
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の

に
加
え
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
基
金
や
イ
ス
ラ
エ
ル
史
跡
保
存
協
会
の
よ
う
な
非

政
府
団
体
の
活
動
に
も
、
同
様
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
意
識
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
社
会
に
お
け
る
思
想

の
変
化
を
汲
み
取
っ
た
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
本
論
文
は
、
政
府
主
導
の
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
加
え

て
、
非
政
府
団
体
主
導
に
よ
る
文
化
遺
産
保
存
も
取
り
上
げ
、
そ
の
両
者

の
違
い
と
役
割
分
担
に
つ
い
て
も
扱
っ
て
い
る
。
分
析
に
は
不
十
分
な
面

も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
非
政
府
組
織
に
よ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
役
割
や
意
義
が
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
こ
の
議
論
の
意
味
は
大
き
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
主
導
の
文
化

遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
す
で
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
他
の
西

欧
諸
国
と
同
様
、
多
文
化
主
義
的
な
方
向
性
を
取
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
非
政
府
組
織
は
、
し
ば
し
ば
強
力
な
民
族
主
義
的
主
張
や
宗
教
組
織
に

よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
お
り
、
岡
田
君
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
特
定
の
イ
デ

史
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オ
ロ
ギ
ー
に
偏
っ
た
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
な
り
か
ね
な
い
危
険
性

を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
こ
れ
ら
が
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
多
様
性
に
貢
献
し
て
お
り
、
今
後
「
誰
の
た
め
の
文
化
遺
産
か
」
と

い
う
問
い
に
新
た
な
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
傾
聴

に
値
す
る
。
多
文
化
主
義
自
体
も
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
そ

れ
に
対
す
る
反
発
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
宗
教
的
市
民
と
非
宗
教
的
市
民
を
含
む
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観

を
も
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
認
め
合
う
こ
と
が
で
き
る

文
化
遺
産
と
の
向
き
合
い
方
を
考
え
る
必
要
性
は
増
し
て
き
て
い
る
。
こ

の
非
政
府
組
織
の
活
動
の
検
討
は
、
そ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
貴
重
な
視

座
を
提
供
し
て
く
れ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
本
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
と
も
す
る
と
個
別
の
例
か
ら
一
面

的
な
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お
け
る
文
化

遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
し
て
、
実
証
的
か
つ
総
合
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ

い
た
よ
り
信
頼
性
の
高
い
姿
を
描
き
出
し
た
点
に
お
い
て
、
高
く
評
価
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
政
府
主
導
の
文
化
財
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
非
政
府

組
織
主
導
の
文
化
財
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
問
題
は
、
今
後
さ
ら
に
議
論
を
深

め
て
い
く
べ
き
重
要
な
課
題
を
内
包
し
て
い
る
と
い
え
る
。

一
方
、
本
論
文
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
や
課
題
も
残
さ
れ
て
い

る
。
ま
ず
、
本
論
文
の
中
核
の
ひ
と
つ
で
あ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
実
態
分
析
（
第
八
章
）
に
お
い
て
、
各
遺
跡
の
調
査
結
果
と
展
示
内
容

の
類
型
化
に
厳
密
さ
を
欠
い
て
い
る
印
象
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
多
様
か
つ

広
範
な
遺
跡
の
状
況
を
類
型
化
す
る
こ
と
自
体
の
難
し
さ
も
あ
る
で
あ
ろ

う
が
、
調
査
時
期
の
違
い
、
遺
跡
内
の
全
体
と
部
分
の
関
係
、
伝
統
的
に

与
え
ら
れ
た
年
代
と
調
査
結
果
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
な
ど
、

さ
ら
に
精
緻
な
方
法
論
の
検
討
と
同
地
域
の
考
古
学
に
関
す
る
厳
密
な
知

識
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お
け
る
文
化
遺
産
保
存
の
経
年
的
な
変
化
を

指
摘
し
た
点
は
非
常
に
興
味
深
い
が
、
そ
れ
と
法
律
で
定
め
ら
れ
た
制
度

上
の
変
化
の
画
期
が
交
わ
せ
て
十
分
議
論
さ
れ
て
い
な
い
点
も
残
念
で
あ

る
。
す
で
に
資
料
は
存
在
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
は
ぜ
ひ
今
後
検
討
に

加
え
て
ほ
し
い
。

非
政
府
団
体
に
よ
る
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
将
来
に
向
け
て
大

き
な
可
能
性
の
あ
る
分
野
で
あ
る
が
、
現
状
で
は
ま
だ
十
分
な
広
が
り
と

議
論
の
深
み
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
の
全
体
像
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
地

方
公
共
団
体
、
キ
ブ
ツ
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
ワ
ク
フ
な
ど
も
議
論
に
含
め
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
ら
を
同
一
基
準
で
評
価
す
る
方
法
論
の
設

定
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
先
行
研
究
の
検
討
で
「
ユ
ネ
ス
コ

で
さ
え
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
市
民
参
加
路
線
で
い
く
の
か
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ

ン
の
官
僚
型
路
線
で
行
く
の
か
舵
取
り
を
決
め
か
ね
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
文
化
遺

産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
大
き
な
方
針
と
の
関
連
で
よ
り
包
括
的
な
議
論
へ
と

発
展
さ
せ
て
ほ
し
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
論
文
に
い
く
つ
か
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
岡
田
君
が
こ
の
考
古
学
の
新
し
い
分
野
に
果
敢

に
取
り
組
ん
だ
結
果
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
の
発
展
可
能
性
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
お
け
る
文
化
遺
産

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
は
、
個
別
の
事
例
か
ら
の
議
論
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
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同
君
が
法
律
と
実
態
に
関
わ
る
膨
大
な
デ
ー
タ
を
示
し
て
同
国
に
お
け
る

文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
全
体
像
を
描
き
出
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き

い
。
ま
た
、
岡
田
君
は
イ
ス
ラ
エ
ル
国
を
例
に
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ

の
よ
う
な
文
化
遺
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
対
す
る
多
様
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

相
克
は
、
世
界
的
な
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。「
文
化
財
は
誰
の
も
の

で
、
ど
う
利
活
用
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
」
と
い
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
考
古
学
の

根
本
的
課
題
に
対
し
て
、
本
論
文
は
ひ
と
つ
の
取
り
組
む
べ
き
方
向
性
を

示
し
た
研
究
と
し
て
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
よ
り
、
審
査
員
一
同
は
、
岡
田
真
弓
君
の
本
論
文
を
博
士
（
史

学
）
の
学
位
授
与
に
ふ
さ
わ
し
い
業
績
で
あ
る
と
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。

論
文
審
査
担
当
者

主
査

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
教
授

杉
本
智
俊

副
査

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
教
授

山
口

徹

副
査

上
智
大
学
神
学
部
特
任
教
授

月
本
昭
男

副
査

北
海
道
大
学
ア
イ
ヌ
・
先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授

加
藤
博
文

下
田
健
太
郎
君
博
士
号
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

論
文
題
目
「
水
俣
病
経
験
の
想
起
を
め
ぐ
る
歴
史
人
類
学

―
響
き
合
う
モ
ノ
と
語
り
の
通
時
的
分
析
を
通
し
て
―
」

論
文
要
旨

本
学
位
請
求
論
文
は
、
水
俣
病
問
題
の
渦
中
に
あ
り
続
け
る
「
本
願
の

会
」（
一
九
九
五
年
結
成
）
の
メ
ン
バ
ー
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
水
俣
病

経
験
が
想
起
さ
れ
、
そ
の
記
憶
が
紡
が
れ
て
い
く
あ
り
よ
う
を
、
通
時
的

民
族
誌
（diachronic

ethnography

）
と
し
て
明
示
す
る
歴
史
人
類
学

的
研
究
で
あ
る
。
筆
者
は
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
足
掛
け
一
〇
年
に
わ
た
っ

て
実
施
し
た
総
計
二
六
ヶ
月
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
な
か
で
、
同
会
の

メ
ン
バ
ー
が
製
作
し
水
俣
湾
埋
立
地
の
景
観
に
設
置
し
て
き
た
石
像
五
二

体
に
着
目
し
た
。
そ
の
上
で
、
メ
ン
バ
ー
の
分
厚
い
語
り
を
一
次
資
料
と

し
て
収
集
し
、
諸
団
体
に
よ
る
要
求
・
抗
議
文
書
な
ど
未
刊
行
資
料
を
幅

広
く
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
俣
病
経
験
の
想
起
が
、
社
会
的
状
況

や
水
俣
病
を
め
ぐ
る
訴
訟
ば
か
り
で
な
く
、
個
々
人
を
と
り
ま
く
日
常
世

界
の
景
観
と
も
連
動
し
な
が
ら
、
継
起
的
に
移
ろ
っ
て
き
て
い
る
状
況
を

詳
細
に
考
察
し
た
。
本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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本
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視
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二
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